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○飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について（平成１５年４月１日付け１４生畜第８５９８号農林水産省生産局長・

水産庁長官通知）新旧対照条文

（傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別添２ 別添２

組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性審査基準 組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性審査基準

第１ 組換えDNA技術によって得られた種子植物を飼料として用いる場合の安 第１ 組換えDNA技術によって得られた種子植物を飼料として用いる場合の安

全性審査基準 全性審査基準

１～６ （略） １～６ （略）

７ ２から６までにより安全性に関する知見が得られていない場合は次の試験 ７ ２から６までにより安全性に関する知見が得られていない場合は次の試験

のうち必要な試験の成績に関する事項 のうち必要な試験の成績に関する事項

次の試験結果に基づき飼料としての安全性が確認できること。 次の試験結果に基づき飼料としての安全性が確認できること。

なお，試験方法については，原則として「飼料添加物の評価基準の制定に なお，試験方法については，原則として「飼料添加物の評価基準の制定に

ついて」（平成４年３月１６日付け４畜Ａ第２０１号畜産局長通知）に記載 ついて」（平成４年３月１６日付け４畜Ａ第２０１号畜産局長通知）に記載

されている方法による。 されている方法による。

（1）～(4) （略） （1）～(4) （略）

（5） 発がん性試験 （5） 催腫瘍性試験

（6） （略） （6） （略）

（7） 発生毒性試験 （7） 催奇形性試験

（8)・(9) （略） （8)・(9) （略）

（注）１ 試験成績は，「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準につい （注）１ 試験成績は，「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準につい

て」（昭和６３年７月２９日付け６３畜Ａ第３０３９号畜産局長， て」（昭和６３年７月２９日付け６３畜Ａ第３０３９号畜産局長，

水産庁長官通知。）の記の４のアのGLP（以下「GLP」という。）に 水産庁長官通知。）の記の４のアの飼料添加物GLP（以下「GLP」と

適合する施設でGLPに従って行われたものであること。 いう。）に適合する施設でGLPに従って行われたものであること。

２ （略） ２ （略）

（別紙４）
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第２ 組換えDNA技術を応用して得られた非病原性の微生物を利用して製造さ 第２ 組換えDNA技術を応用して得られた非病原性の微生物を利用して製造さ

れた飼料及び飼料添加物の安全性審査基準 れた飼料及び飼料添加物の安全性審査基準

１～４ （略） １～４ （略）

５ ２から４までにより安全性に関する知見が得られていない場合は次の試験 ５ ２から４までにより安全性に関する知見が得られていない場合は次の試験

のうち必要な試験の成績に関する事項 のうち必要な試験の成績に関する事項

次の試験結果に基づき飼料又は飼料添加物の安全性が確認できること。 次の試験結果に基づき飼料又は飼料添加物の安全性が確認できること。

なお，試験方法については，原則として「飼料添加物の評価基準の制定に なお，試験方法については，原則として「飼料添加物の評価基準の制定に

ついて」（平成４年３月１６日付け４畜Ａ第２０１号畜産局長通知）に記載 ついて」（平成４年３月１６日付け４畜Ａ第２０１号畜産局長通知）に記載

されている方法による。 されている方法による。

（1）～(4) （略） （1）～(4) （略）

（5） 発がん性試験 （5） 催腫瘍性試験

（6） （略） （6） （略）

（7） 発生毒性試験 （7） 催奇形性試験

（8)・(9) （略） （8)・(9) （略）

（注）１・２ （略） （注）１・２ （略）


